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適正化という名の大幅な減額

積極的な対応をとるかどうかで明暗が分かれる



2024診療報酬改定（在宅医療部門）
永井が独断で選んだ
重要ランキング10



2024年診療報酬改定での在宅医療分野重要ランキング10

1 在医総管/施設総管の減額

2 包括的支援加算の減額

3 頻回訪問加算の見直し

4 往診に関する評価の減額

5 訪問診療の頻度が高い医療機関の在宅患者訪問診療料の減額

6
在宅医療情報連携加算（在医総管/施設総管の加算）

在宅がん患者緊急時医療情報連携指導料

7 重症心不全患者の指導料拡大

8 在宅ターミナルケア加算等の対象拡大

9 介護保険施設入所者の病状の急変時の適切な往診と入院受け入れの推進

10 在宅療養支援診療所及び在宅療養支援病院における訪問栄養食事指導の推進



第10位 在支診・在支病における
における訪問栄養食事指導の推進
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第9位 介護保険施設入所者の病状の
                    急変時の適切な往診と入院受け入れの推進
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診療や入院受け入れ等を行う体制を確保した
協力医療機関を定めることが義務化された

以下の要件を満たす協力医療機関を定めることを義務化
①入所者の病状が急変した場合等に相談対応を行う体制を常時確保
②診療の求めがあった場合の診療を行う体制を常時確保
③入院を要する入所者の入院を原則受け入れる体制の確保

＊協力医療機関との間で1年に1回以上
入所者の病状の急変が生じた場合の対応方針について確認
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第8位 在宅ターミナルケア加算等の対象拡大



16



17



第7位 重症心不全患者の指導料拡大
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在宅療養指導料の対象

①在宅療養指導管理料を算定している患者
②入院中の患者以外の患者であって、器具（人工肛門、人工膀胱、
気管カニューレ、留置カテーテル、ドレーン等）を装着しており、
その管理に配慮を要する患者
③退院後1月以内の慢性心不全患者（追加）
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第6位 在宅医療情報連携加算
                         在宅がん患者緊急時医療情報連携指導料
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在宅医療情報連携加算の当法人での試算

1,000円×600人＝600,000円（1月あたり）
600,000円×12ヶ月＝7,200,000円
年額7,200,000円の増額
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